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法務省民一第４９９号

平成２５年６月１９日

法 務 局 民 事 行 政 部 長 殿

地 方 法 務 局 長 殿

法務省民事局民事第一課長

東日本大震災の被災自治体から復興事業に関連して戸籍の記録事項証明書

等の公用請求がされた場合の対応について（通知）

東日本大震災の被災地における復興事業に必要な用地取得の作業については，

関係各省庁が協力し，作業を迅速化するための措置を講じているところです。被

災自治体が復興事業に必要な用地取得の作業を進めるに当たっては，戸籍の記録

事項証明書又は戸籍謄抄本（以下「記録事項証明書等」という。）を取得する必

要があり，今後も，復興事業に必要な用地取得の作業に伴い，多くの記録事項証

明書等の公用請求が行われることが見込まれます。

今般，別添１のとおり，復興庁統括官付参事官から当職に対し，被災自治体か

ら復興事業に係る記録事項証明書等の公用請求を受けた市区町村に迅速な対応に

向けての特段の配慮を求めるよう依頼がありました。

復興事業に係る記録事項証明書等の公用請求については，既に仙台法務局，盛

岡地方法務局及び福島地方法務局の各管内において，別添２の１ないし４のとお

り，公用請求に係る記録事項証明書等の交付事務の迅速かつ効率的な処理のため

の取組が行われており，一定の成果を上げているところですが，上記取組を活か

しつつ公用請求に係る事務の更なる迅速化を図るため，例えば，公用請求をする

被災自治体において，記録事項証明書等の請求書の上部にスタンプを用いるなど

して「復興関連」と朱書きするとともに，請求に使用する封筒にも同様に「復興
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関連」と朱書きするなどの措置（以下「復興関連明示措置」という。）を採るこ

とにより，公用請求を受けた市区町村に対して当該請求書の処理が優先度の高い

ものであることを注意喚起することが有用と考えられます。

そこで，復興庁の各復興局を通じて，被災地自治体の用地担当部局に対し，本

日付けで，復興事業に係る記録事項証明書等の公用請求について復興関連明示措

置の有用性を周知したところです。

ついては，貴局管内市区町村に対し，被災自治体から復興事業に係る記録事項

証明書等の公用請求を受けた場合に事務処理の一層の効率化に向けて特段の配慮

をするよう依頼願います。

なお，住民票の写しの公用請求については，別添３のとおり，総務省自治行政

局住民制度課から各都道府県宛てに同様の趣旨の依頼がされているとともに，本

通知の内容について同課と協議済みですので，申し添えます。











別添３ 
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各都道府県住民基本台帳担当課 御中 
 
 

                総務省自治行政局住民制度課 
 
 

東日本大震災の被災自治体から復興事業に伴う住民票の 
写し等の交付請求があった場合の対応について 

 
 このたび、別添１のとおり復興庁統括官付参事官から依頼がありました。こ

れは、被災自治体が復興事業に係る用地取得業務の遂行にあたり、可能な限り

住民基本台帳法第 12 条の２第１項に基づく住民票の写し又は住民票記載事項

証明書、第 20 条第２項に基づく戸籍の附票の写し（以下、「住民基本台帳法に

基づく証明書等」という。）の早期取得が求められており、被災自治体から復

興事業に係る住民基本台帳法に基づく証明書等の交付請求があった場合、引き

続き特段の配慮を依頼する趣旨のものです。 
 併せて、別添１では、戸籍法に基づく証明書等についても法務省あてに同様

の依頼がされており、法務省民事局民事第一課長からは、別添２のとおり、請

求に当たっては、例えば封筒及び請求書に「復興関連」と赤スタンプ等で明示

する措置（以下、「復興関連明示措置」という。）等により注意喚起することが

有用である旨示されています。 
また、同日付で、復興庁各復興局から被災自治体の用地担当部局あて、復興

事業に伴う証明書等の請求について、復興関連明示措置の有用性が周知される

ことから、請求先市区町村においては、被災自治体からの請求である旨を特定

することがこれまで以上に容易になるものと考えられます。 
 つきましては、各市区町村におかれては、これまでも、被災自治体からの住

民基本台帳法に基づく証明書等の交付請求について、適切な対応に努めていた

だいているところでありますが、復興事業の加速化に向け、可能な限り早期の

交付を行っていただくよう、貴都道府県内の市区町村に対し、周知をお願いし

ます。 
なお、本件の内容については、法務省民事局民事第一課とも協議済みですの

で、申し添えます。 
 


